
【参考】

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者

及び監理技術者補佐の取扱いに係るＱ＆Ａ

令和３年７月６日作成

令和３年10月26日一部改正

令和４年６月７日一部改正

令和５年７月11日一部改正

（ 監 理 課 ）



問１ 特例監理技術者制度とは何か。

回答 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が，当該工事を

解説 施工するために締結した下請負契約の請負代金の総額が4,500万円(建

築一式工事の場合は，7,000万円)となる場合は，監理技術者を配置し

なければならない。

また，「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施

設若しくは工作物に関する重要な建設工事」である場合には，当該監

理技術者は，工事現場ごとに専任の者でなければならない。

ただし，監理技術者が行うべき職務を補佐する者（監理技術者補佐）

を工事現場に専任で配置する場合は，当該監理技術者は２件まで兼務

することができる。

※ 監理技術者が行うべき職務

⇒ 工事現場における建設工事を適正に実施するため，当該建設工

事の施工計画の作成，工程管理，品質管理その他の技術上の管理

及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指揮監督の職務

参考 ① 建設業法施行令第２条

② 建設業法第26条

③ 建設業法第26条の４

④ 建設業法施行令第27条

⑤ 建設業法施行令第29条

【イメージ図】



問２ 公共四部発注工事において，特例監理技術者の配置を認めない工事は。

回答 次のいずれかに該当する工事については，特例監理技術者の配置を

解説 認めないものとする。

① 共同企業体として入札に参加又は工事を施工する工事

【理由】

「鹿児島県建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱（平成６年９

月19日告示第1442号）」第３条に基づき，一定の工事金額以上の工事

については特定ＪＶ（特定建設工事共同企業体）による入札参加を

求めているところ。

工事の規模が大きく技術的な難易度が高いことから，特定ＪＶに

よる入札参加を求めているものであるため，この様な工事において

は専任の技術者の配置を求め，特例監理技術者の配置を認めないこ

ととする。

② 低入札価格調査対象工事

【理由】

「鹿児島県低入札価格調査実施要領（平成８年11月１日）」に基づ

き，総合評価落札方式による工事等については，調査基準価格を設

定し，当該価格未満の入札に対しては，低入札価格調査を行うこと

としている。

当該要領においては，調査基準価格を下回る者の落札については，

監督体制の強化等を図ることとしており，監理技術者の兼任を認め

ることが適当でないため，低入札価格調査の対象となった工事につ

いては特例監理技術者の配置を認めないこととする。

③ その他良好な施工の確保の観点から，監理技術者を専任で配置す

ることが望ましいと発注者が認める工事

【例】

・ 人家が近接しているなど，常に現場管理を必要とする工事など



問２ 公共四部が発注する工事が①～③に該当しなくても，もう一方の工

（継） 事(例：国，市町村等の発注工事)が①～③に該当した場合は特例監理

技術者の配置は認められないので，発注者に提出される様式－１で確

認をすること。



問３ 公共四部発注工事において，特例監理技術者が兼務できる工事の範

囲は。

回答 通知２⑶

解説 公共四部が発注する工事においては，特例監理技術者が兼務しよう

とする２件の工事は次のア又はイを満たしていなければならない。

ア 同一の地域振興局又は支庁管内に属する工事

イ 工事現場の相互間隔が概ね10km以内の範囲に属する工事

なお，ア又はイを満たした場合であっても，工事内容，工事規模及

び施工体制等を考慮し，主要な会議への参加，工事現場の巡回，主要

な工程の立ち会いなど，元請としての職務が適正に遂行できる範囲で

なければならず（監理技術者制度運用マニュアル），発注者はこれに該

当するか否かについて適切に判断しなければならない。

特例監理技術者は工事現場への常駐や専任を求められるものではな

く，「工事現場の巡回」とは，現場の施工管理を行う上で必要な巡回の

ことを指す。

このことは，次の基準により判断することとする。

① アについて

同一の地域振興局又は支庁管内に属する工事であること。

ただし，２件の工事箇所のうち少なくとも一方が離島の場合にお

いては，他方の工事箇所と定期便により往復が可能であることを要

件とする。

なお，定期便は毎日の往復を必要とするものでないが，定期的に

当該離島の工事現場へ往復できることが必要である。

② イについて

双方の工事現場において，最も近接する地点の直線距離が10km以

内にあること。

ただし，点在する箇所のある工事については，主たる工事箇所に

おいて距離を判断するものとする。

※ 主たる工事箇所とは

点在する工事箇所のうち，最も工事規模が大きい箇所又は最も

直接工事費が高額な箇所

（令和３年10月26日改正）



問３

（継） ※ 「同一の地域振興局又は支庁管内」とは。

⇒ 鹿児島県を次のとおり，７つに区分した各地域を指す。

① 鹿児島地域

鹿児島市，日置市，いちき串木野市，三島村，十島村

② 南薩地域

枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市

③ 北薩地域

阿久根市，出水市，薩摩川内市，さつま町，長島町

④ 姶良・伊佐地域

霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町

⑤ 大隅地域

鹿屋市，垂水市，曽於市，志布志市，大崎町，東串良町，

錦江町，南大隅町，肝付町

⑥ 熊毛地域

西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町

⑦ 大島地域

奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，

徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町，与論町

（令和３年10月26日改正）



問４ 監理技術者補佐になり得る者は。

回答 監理技術者補佐になり得る者は，「当該建設工事に関し建設業法第15

解説 条第２号イ，ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者」

とされている。

「政令で定める者」

⇒ 法第７条第２号イ，ロ又はハに該当する者のうち，法第26条の４

第１項に規定する技術上の管理及び指導監督であって監理技術者が

その職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有する

と認められる者として，建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定め

る要件に該当する者

「国土交通大臣が定める要件に該当する者」

⇒① 建設工事の種類に応じた，要件を満たしている者（別表参照）

② 建設業法第15条第２号イ，ロ又はハに該当する者

※ 建設業法第７条第２号イ，ロ又はハ

⇒ 一般建設業者の営業所の専任技術者になり得る者

また，主任技術者になり得る者

※ 建設業法第15条第２号イ，ロ又はハ

⇒ 特定建設業者の営業所の専任技術者になり得る者

また，監理技術者になり得る者

参考 ① 建設業法第26条第３項

② 建設業法第７条第２号

③ 建設業法第15条第２号

④ 建設業法施行令第28条

⑤ 令和２年９月30日国土交通省告示第1057号



【別表】



問５ 特例監理技術者の兼務を認める工事における，入札説明書や特記仕

様書への記載例にある「同一の建設業者と締結する契約工期の重複す

る請負契約に係る工事であって，かつ，それぞれの工事の対象となる

工作物等に一体性が認められるもの」とは何か。

回答 専任の監理技術者については統合的な管理を行う性格上，二以上の

解説 工事を兼任することはできない。

ただし以下の①，②の要件を満たせば全体の工事を当該建設業者が

設置する同一の監理技術者が掌握し，技術上の管理を行うことが合理

的であると考えられることから，これら複数の工事を同一の工事とみ

なして，同一の監理技術者が当該複数工事全体を管理することが可能。

要件①：契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること

要件②：それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるもの

※ ただし，当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結

される場合に限る。

参考 国土交通省 九州地方整備局「よくわかる建設業法」



問６ 特例監理技術者や監理技術者補佐と現場代理人との兼任の可否は。

⑴ 監理技術者補佐が，それぞれの工事の現場代理人を兼任しようとする場合

⑵ 監理技術者補佐が，他方の工事の現場代理人を兼任しようとする場合



⑶ 特例監理技術者が，双方の工事の現場代理人を兼任しようとする場合

⑷ 特例監理技術者が，一方の工事の現場代理人を兼任しようとする場合



⑸ 特例監理技術者が，当該制度の適用と関係がない第三の工事の現場代理人と

兼任しようとする場合

⑹ 監理技術者補佐が，当該専任で配置される工事の現場代理人に加え，第三の

工事の現場代理人を兼任しようとする場合



問７ 公共四部が発注する工事において，特例監理技術者の配置の申請を
行うための工事の要件は。

回答 特例監理技術者制度を適用する２件の工事について，少なくとも一
解説 方は落札決定通知を受けている必要があるものとする。

つまり，双方の工事がいずれも入札手続き中のものについては特例
監理技術者制度の適用は認められない。

ここで「入札手続き中」とは入札公告から落札決定通知までの期間
を言い，２件目の工事（後発工事）の公告日の前日までに１件目の工
事（先発工事）の落札決定通知を受けていることを要件とする。

なお，特例監理技術者制度の配置の申請に当たっての具体的な手続
の流れについては，問９を参照

【参考：特例監理技術者制度の適用可否】

先発工事の状況 後発工事の状況 可否

① 入札手続き中 入札手続き中 ×

② 落札決定通知後 入札手続き中 ○

③ 工事施工中 工事施工中 △（※）

※ ③のように双方の工事が施工中に特例監理技術者制度を適用する
場合は，少なくとも一方の工事において監理技術者の変更が生じる
こととなる。

配置技術者の途中交代については，共通仕様書に定める要件を満
たす必要がある。

第○条 配置技術者等の途中交代
１ 配置技術者の途中交代が認められる場合としては，主任技術

者又は監理技術者の死亡，傷病，出産，育児，介護または退職
等，真にやむを得ない場合のほか，下記に該当する場合である。
⑴ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の

大幅な変更が発生し，工期が延長された場合
⑵ 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター，発電機・配電盤等

の電機品等の工場製作を含む工事であって，工場から現地へ
工事の現場が移行する時点

⑶ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合
２ 上記１のいずれかの場合であっても，受注者と発注者が協議

し，工事の継続性，品質確保等に支障がないと認められる場合
のみ途中交代が可能となる。

（令和３年10月26日追加）



問８ 一般競争入札（総合評価落札方式・事後審査型）の手続の流れは。

回答 ＜前提＞
解説 監理技術者の配置を要する工事（以下「先発工事」という。）につい

て，監理技術者としてＸ氏を配置し施工中であるＡ社が，一般競争入
札（総合評価落札方式・事後審査型）にかけられた工事（以下「後発
工事」という。）にＸ氏の配置を申請するものとする。

※ 県公共四部では，令和３年７月15日以降に公告又は指名通知を開
始する工事について特例監理技術者制度を適用することとしており，
本問における先発工事，後発工事いずれも当該要件を満たすものと
します。

【注意！】
下請金額が4,500万円(建築一式工事の場合は，7,000万円)以上と

ならない場合，監理技術者の配置はできない。
したがって，特例監理技術者制度の適用を前提として落札者決定

されたが，実際の下請金額が一定金額に満たない場合は，当該制度
を適用できず，主任技術者を配置しなければならず，先発工事と後
発工事の兼任もできないことに注意が必要

落札決定後にこのような事態に陥ると指名停止や契約違反等にな
る恐れがあるので，確実に下請金額が一定金額以上になることが明
らかな場合に制度を適用する，又は配置予定技術者を複数人立てる
などの対応が必要

⑴ 先発工事における手続
① 【Ａ社の対応】

先発工事における特例監理技術者制度の適用について，様式-１
及び必要な提出書類を添えて，工事打合せ簿により工事担当者へ
協議する。

② 【工事担当者の対応】
①について「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認

事項」を満たしているかを課内で審査し，その結果について工事
打合せ簿で回答する。

なお，２件の工事の位置関係の判断については，問４の基準に
よる。

③ 【Ａ社の対応】
②において①への承諾が認められた場合は，当該工事打合せ簿

の写しを，後発工事の入札参加申込書の受付締切期限までに，契
約担当者へ提出する。

（令和３年10月26日追加）



問８ ⑵ 後発工事における手続
（継） ① 【Ａ社の対応】

特例監理技術者制度の適用を検討していることの意思表示のた
め，技術資料の受付締切期限までに，様式-１及び必要な提出書類
を提出する。

② 【Ａ社の対応】
入札参加申込書の受付締切期限までに，先発工事において特例

監理技術者制度の適用の承諾があったことを証する，工事打合せ
簿の写しを提出する。

※ 技術資料における配置予定技術者のうち，複数名について
特例監理技術者制度の適用を予定している場合は，その全て
の者について①及び②の手続が必要

③ 開札の結果，Ａ社を落札候補者に決定

④ 【契約担当者の対応】
課の入札契約手続運営委員会において，Ａ社（落札候補者）に

ついて，先発工事での特例監理技術者制度の適用が可能であるこ
とを前提に，後発工事での特例監理技術者制度の適用の可否を判
断

⇒ 後発工事においても特例監理技術者制度の適用が可能と判断
された場合に，Ａ社を落札者に決定

（令和３年10月26日追加）



（令和３年10月26日追加）



（令和３年10月26日追加）



（令和３年10月26日追加）



問９ 一般競争入札（総合評価落札方式・事後審査型(自己採点方式)）の
手続の流れは。

回答 ※前提及び注意については「問９」参照
解説

⑴ 先発工事における手続
① 【Ａ社の対応】

先発工事における特例監理技術者制度の適用について，様式-１
及び必要な提出書類を添えて，工事打合せ簿により工事担当者へ
協議する。

② 【工事担当者の対応】
①について「特例監理技術者の配置を予定している場合の確認

事項」を満たしているかを課内で審査し，その結果について工事
打合せ簿で回答する。

なお，２件の工事の位置関係の判断については，問４の基準に
よる。

③ 【Ａ社の対応】
②において①への承諾が認められた場合は，当該工事打合せ簿

の写しを，後発工事の入札参加資格確認申請書及び技術資料提出
期限までに，契約担当者へ提出する。

⑵ 後発工事における手続
① 【Ａ社の対応】

特例監理技術者制度の適用を検討していることの意思表示のた
め，入札参加資格確認申請書及び技術資料提出期限までに，様式-
１，様式-１で定められた必要な書類，先発工事において特例管理
技術者制度の適用の承諾があったことを証する，工事打合わせ簿
の写しを提出。

※ 技術資料における配置予定技術者のうち，複数名について
特例監理技術者制度の適用を予定している場合は，その全て
の者について①の手続が必要

② 【契約担当者の対応】
課の入札契約手続運営委員会において，Ａ社（落札候補者）に

ついて，先発工事での特例監理技術者制度の適用が可能であるこ
とを前提に，後発工事での特例監理技術者制度の適用の可否を判
断。

⇒ 後発工事においても特例監理技術者制度の適用が可能と判断
された場合に，Ａ社を落札者に決定。




